
 

 

 

 

 

 

 

 

明るく希望のもてる一年に  ～年頭にあたってのご挨拶～ 

伊東地域労連の仲間のみなさん、明けましておめでとうございます。 

 昨年は、５月１日の第９２回メーデー集会は実施されましたが、新型コロナの感染拡大の影

響により新春旗開きをはじめ諸行事が中止・縮小せざるを得ず、みなさんとお会いする機会が

減りました。今年こそは、みなさんの元気なお顔を拝見できるようになればと願っております。 

 さてみなさん、「緊急事態宣言」が発令されるなど、経済活動の自粛により日本の実質成長

率は大きく落ち込みました。企業はこの危機を乗り切るため、「非正規」や「派遣」など多く

の不安定雇用労働者を解雇・雇い止めにしました。その結果、多くの生活困窮者が日本中に広

がり、さらに経済活動の低下が進みました。 

 経済対策として岸田首相は、給与を引き上げた企業には法人税を減額する「賃上げ減税」を、

２０２１年度補正予算案に盛り込みました。しかしこの政策は２０１３年度から実施されてお

り、以来減税額は２兆円を超えるのに、１２年と２０年の平均賃金を比較すると実質賃金はマ

イナス、優良企業ばかりが得をするという期待はずれの結果になり「官製春闘」では賃上げは

実現できないことは証明されています。今こそ貯めに貯め込んでいる「内部留保」の活用を大

企業に果たさせ、真の大幅賃上げを勝ち取り、家計消費を増大させることが経済再建への近道

です。 

 今、労働組合に必要なことは、「人間らしい生活」「８時間働けば普通の生活ができる」こ

とを実現することだと考えます。今年の春闘は、コロナ禍の下、未来に希望がもてない多くの

国民の声や、賃金・職場環境の改善を求める組合員の要求を掲げてたたかいきることが、強く

求められています。 

 伊東地域に働く仲間で手を取り合って、諸要求の前進を目指して団結して頑張りましょう。

今年が伊東地域労連にとって、明るく希望の持てる１年にできるように私も頑張ります。 

議長 山崎 司 

 

働くあなたの権利メモ part１ 

先日、社会人 1年生 （未組織、非正規） の方々と話し合う機会がありました。 

「勤務時間は 17時までだけど、みんなが働いていて定時で帰りにくい…」、 

「先輩から仕事を教わるけど、先輩も仕事をいっぱい抱えていて、わからないこ

とを聞きづらい…」、「お茶くみも仕事のうちと上司に言われた。新人だから仕

方がないけど男女平等ではないの…？」、「正規採用でないから不安…」 「給

料が安い…」などなど、コロナ禍のもと将来に希望が持ちにくく、悩みが多いこ

とがあらためてわかりました。 

でも、あなたは決して１人ではありません。働く権利を守って頑張っている仲間がいます。 では、その権利とは？                                                

伊東
い と う

地域
ち い き

労連
ろ う れ ん

ニュース ２０２２年１月１０日  【復刊】第 5 号 

     編集：伊東地域労連事務局  伊東市大原 2-1-1 市職労連付 ℡． 37-9134 

裏面につづく⇒ 



シリーズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆クイズから考える憲法９条  下の世界地図を見ましょう。①～⑨の国名は？ これらの国の共通点は？ 
 

各国の名は分かりますね。では、共通点は？ 

〈ヒント〉この９ヶ国は、戦後１９８４年まで 

〈    〉をしていない。 

分かりましたか。正解は『〈 戦争・内戦 〉をし

ていない』でした。しかも、２０２１年の非戦

争国は２つに激減。その国は・・・スイスと 

日本でした。（バチカンなど極小国を除く） 

 

「えええええっ!!…だって、日本は世界８位の軍事大国だよ。その国がなぜ８０年も戦争しないの？」 
 

そこで次のクイズ 日本には戦争を許さないどんなストッパーがあるのでしょうか。それは、これです。 
 

「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久

にこれを放棄する・・・陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」（抄） 
   

これは何？ そうです。平和主義をうたう憲法９条です。この条文により、自衛隊は国際紛争に参戦して海

外で戦闘することができません。だから、互いに殺し殺されることはない。日本は今も「戦後」が続きます。 

さて、日本国憲法の「第１章  天皇」は８ヶ条、また「第３章  国民の権利及び義務」は３１か条もあります。 

では、「第２章  戦争の放棄」は何ヶ条？・・・正解は９条一つだけ。９条が 

いかに重い条文かが分かります。 

今、この９条を変えたいのが自公維新などの政党では？ そうではなく、 

「９条・非戦の平和大国」をブランドに、真の世界平和と国境を越えた支援 

に貢献する。そんな日本をめざすことを皆さんはどう思いますか。 

 
◆給料明細をチェック！ 

給料明細をチェックしましょう。給料が契約どおり

払われず、知らない間にカット。残業代が出てい

ない・・・こんなことはありませんか？ 

賃金を労働契約どおり支給しないのは法律違

反。賃金・労働条件の一方的な引き下げも原則

として許されません（労働契約法９条・１０条）。 

最低賃金９１３円（静岡県）を下回るのも違法です。 

 ◆１日８時間・週 40時間労働が原則！ 

仕事前のミーティングや準備作業、作業前後

の清掃時間も労働時間です。休憩時間は６時

間を超えると４５分以上、８時間を超えると６０

分以上です。 

労基法３６条にもとづく 

労使協定なしに残業は 

ダメ！！残業手当（割 

増賃金）は権利です。 

 ◆労働条件は文書で確認！ 

①  契約期間  ②  仕事場所・内容 

③ 始業・終業時刻、休憩・休日・休

暇、残業の有無 ④ 賃金の決定・計

算・支払方法、賃金の締切り・支払

日、割増賃金率 ⑤ 解雇事由など退

職に関する事項 

これらについて事業主（会社）には、

書面明示の義務があります‼（労働基

準法１５条１項） 

⇒正規
せ い き

・非正規
ひ せ い き

、すべての労働者に労働法は 

適用されます。１日の多くを職場で過ごすこと 

になりますから、心身ともに気持ちよく過ごし 

たいですね。 

 伊東地域労連は働くあなたを応援します！ 


